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原 著

大阪府における肺結核持続排菌患者調査

撫 井 賀 代

大阪市浪速保健所

亀 田 和 彦

結核予防会大阪府支部

THE PREVALANCE SURVEY ON CHRONIC TUBERCULOSIS PATIENTS

WITH BACILLI DISCHARGE IN OSAKA PREFECTURE

Kayo MUT*, and Kazuhiko KAMEDA

This survey was made at the end of 1996 in Osaka prefecture including three ordinance 

designated cities of Osaka, Sakai and Higashiosaka.

As of December 31 1996, 109 or 3.3% of active tuberculosis cases were  found to be 

chronic tubercle bacilli excreters in Osaka city, and 128 or 3.6% in Osaka prefecture other 

than Osaka city, respectively. In the area called Airin at Nishinari-ward , Osaka, which 
has been an area with high prevalance of the disease, 33 or 5.8% were chronic tubercle 

bacilli excreters, and the rate was slightly higher than the other areas .
 Compared to the survey conducted 10 years ago, while the number of the chronic tuber-

cle bacilli excreters decreased by half to 109 from 200 in Osaka city , to 128 from 211 in 
Osaka prefecture excluding Osaka city, the rate of chronic excreters to total active tuber-

culosis showed almost no change.

Various factors such as difficult living conditions  often attributed to  defaulting of ac-

tive tuberculosis patients from their treatment, thus resulting to development of chronic 

excretion. It is highly recommended to apply DOTS strategy for the completion of their 

treatment. Public health centers that have personal clinical records of each patient should 

be familiar with the results of their bacillus examinations. They should also be required 

to cooperate with medical institutions to cope with those who need retreatment.
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肺結核持続排菌患者調査票

調査対象

平成8年12月 末現在 の登録者のうち,要 治療 とされている者(中 断例 も含む)で,治 療 開始後

6か 月以上を経過 しているにもかかわ らず,現 在なお散発的,或 いは持続的に排菌 している者。

(非定型抗酸菌陽性の者 を含む)

1.保健所名

①北 ②都島 ③福島 ④此花 ⑤中央 ⑥西 ⑦港 ⑧大正 ⑨天王寺

⑩浪速 ⑪西淀川 ⑫淀川 ⑬東淀川 ⑭東成 ⑮生野 ⑯旭 ⑰城東

⑱鶴見 ⑲阿倍野 ⑳住之江 ⑳住吉 ⑳東住吉 ⑳平野 ⑳西成 ⑳あいりん

2.性 別 ① 男 ②女

3.年 齢 ① ～19歳 ② ～29歳 ③ ～39歳 ④ ～49歳 ⑤ ～59歳 ⑥ ～69歳 ⑦70歳 ～

4.行 路 で あ るか な しか ① あ り ② な し

5.患 者登録番号

6.今 回の登録の時期

7.初 回.再 治療の区分 ①初 回治療 ②再治療 ⑨不 明

8.今 回の治療期間 ①6か月～2年未満 ②～3年未満 ③ ～4年未満 ④～5年未満 ⑤5年以上

9.最 新の喀痰培養陽性 ①[+]②[++]③[+++]④AM菌 陽性

10.現 在の治療の区分 ①入院で治療中 ②外来で治療中 ③中断中 ⑨不明

11.前 回の治療期間 ①3か 月～3年 ② ～4年 ③ ～5年

(7.で②の再治療の者)④5年 以上 ⑧該当せず ⑨不明

12.前 回のRFP使 用期間 ①6か 月以内 ②～1年 間 ③ ～2年 間

(7.で②の再治療の者)④2年 以上 ⑧該当せず ⑨不明

13.前 回のINH使 用期 間 ①6か 月以内 ②～1年 間 ③ ～2年 間

(7.で② の再治療の者)④2年 以上 ⑧該当せず ⑨不明

14.今 回の治療開始時の病型 ①1型 ②II型 ③III型 ④IV～V型 ⑤pl⑥ その他

15.今 回の治療開始時の喀痰塗抹菌所見 ① 陽性 ②陰性 ⑨不明

16.今 回の治療開始時の喀痰培養菌所見 ① 陽性 ②陰性 ③AM菌 ⑨不明

17.今 回の治療開始時の ①陰性で不検 ②耐性 なし ③INH耐 性 ④RFP耐 性

薬剤耐性の有無 ⑤INH.RFP耐 性 ⑥全薬剤耐性 ⑨不明

18.今 回の治療開始後INHま たはRFP①6か 月以内 ② ～1年 以内 ③ ～2年 未満

に耐性 出現までの期間 ④2年 以上 ⑧該当せず ⑨不明

19.今 回の治療開始後 ①INH.RFP.PZA.EB(ま たはSM)+INH.RFP.(EB)

6ヵ 月以内の主な処方 ②INH.RFP.EB(ま たはSM)

③INH.RFP④ その他()

20.今 回のPZA使 用期間 ①使用せず ②2ヵ 月未満 ③2ヵ 月以上

④6カ 月以上 ⑧該当せず ⑨不明

21.今 回の服薬の規則性 ①規則的 ②不規則 ⑨不明

22.合 併症の有無

①糖尿病 ②塵肺 ③肝疾患 ④腎疾患 ⑤喘息 ⑥内分泌疾患

⑦悪性新生物(部位)⑧ その他()
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は じ め に

結核 の化学療法 は完全 な抗菌 治療 であ り,そ の 目的は

細菌学 的治癒,つ ま り排 菌 を停止 させ るこ とであ る。

RFP出 現 以来の強力化学療法 は,少 な くと も初 回治療

例 では,か な りの重症例 で も排菌 だけは止 め うるよ うに

な り,治 療終 了後 の再発率 も年 間0.3%程 度の 好成 績が

得 られるようになった1)。 さらに平成8年,PZAを 加

えた初期強化治療が 結核 医療 の基準 に導 入 され た2>こ

とによ り,よ り高い治療効果が期待で きるようになった

ことは周知の とお りであ る。 しか しこの ような強力治療

下 にお いて も,治 療 に失敗 し,持 続的 に排菌 を続け る症

例があ り,臨 床医 は治療の面で,保 健所側は管理の面で,

この ような症例の対応 に苦慮 してい るのが現状であ る。

強力化学療法の時代 にあ って,上 述の ごとき排菌 を止

め得な くなった症例は実際 には どれ くらい存在するのか,

その実態 を把 握する ことは,治 療 面 も含め地域 の結核 対

策を評価 する上で重 要な指標 となる と思われる。

方 法

1.調 査対象

「持続排菌例」 とは,「治療 開始後6カ 月以 上経 過 し

ているに もかかわ らず,な お持続 的,あ るいは散発 的に

抗酸菌培養 陽性(非 定型抗酸菌 陽性 の者 を含 む)を 示 す

もの」 と定義 した。平成8年 末 において,大 阪市,堺 市,

東大阪市 を含 む大阪府の各保健所管内 にお ける活動性肺

結核 と して要治療 とされ ている者(中 断例 も含 む)の 中

で,こ の定義 に該当す る症例 を調査対象 と した。

2.調 査方法

各保健所 にお ける該当例 について,登 録管理票 にもと

づ き,調 査票(426頁)に 記入 し,登 録 管理 票 の コ ピー

とともに中央 に集め,調 査票の各項 目について集計分析

した。分析は①大阪市 と,② 堺市,東 大阪市 を含む大阪

府(以 下,「 大阪府下」)と に分けて行った。なお,超 高

蔓延地域 といわれる大阪市西成区 「あい りん」について

も別に集計 を行った。

また,昭 和62年 に大阪府 でお こなわれた 「肺 結核持 続

排 菌患 者調査 」の成績3)と も比較検討 した。

検定 については,x2検 定 を用いた。

成 績

1,今 回の調査 成績

1)持 続排菌症例数

上記 で述べ た持続排 菌の定義 を満 たす症例 として集 め

られた ものは,大 阪市130例,堺 市19例,東 大 阪市20例,

堺市,東 大 阪市 を除 く大 阪府下132例 の計301例であった。

表1大 阪府における結核菌持続排菌症例数

この うち,非 定型抗酸菌症である ことが明 らか な症例が

それぞれ21例,4例,3例,36例 の計64例 あった。

平成8年 に活動性 分類 が改正4)さ れ,非 定型 抗酸 菌

症は肺 結核 の うち,非 定型抗 酸菌陽性例 として別掲 し,

削除基準 も肺結核 と同様に考える と定め られた。 しか し,

それ以前 は,非 定型抗 酸菌症 とされた場合,転 症 削除 し

ていた時期が あ り,非 定型抗 酸菌 の持続排 菌症例 数は正

確 に把握 されている とはいい難いため,今 回の調 査につ

いては,非 定型抗酸菌 による持続排 菌例 を除 き,結 核菌

持続排菌患者 のみを分析対象 とした。

したが っ て,結 核 菌 持 続 排 菌 の定 義 を満 たす 症 例 数 は

表1の ご と く,大 阪 市109例,堺 市15例,東 大 阪市17例,

堺 市,東 大 阪 市 を除 く大 阪 府 下96例 の計237例 であ り,8

年 末 の 活 動 性 肺 結 核 に対 して,そ れ ぞれ3.3%,2.7%,

5.6%,3.6%を 占め て い た。 これ を保 健 所 別(表2)に

み る と,そ の 割 合 は0～17.1%と 格 差 が あ り,特 に 高 い

値 を示 したの は,貝 塚 保 健 所17.1%,西 保 健 所7,8%,

此 花 保 健 所7.5%,都 島 保 健 所7.1%,豊 中保 健 所6.9%

で あ っ た 。

また 「あい りん」のみでは,結 核 菌持続排菌症例数は

33例 であ り,大 阪市全体の症例数の30.3%を 占めてお り,

年末活動性肺結核 に対 して5,8%で あ った。 これ を,あ

い りん を除 く西 成区の3.2%(活 動性肺 結核407例,結 核

菌持続排 菌症例 数13例)と 比 べる と,「 あい りん」 で の

持 続排菌 症例の割合 は高い傾 向が認 め られた(p<0.1)。

2)性 ・年齢 構 成(表3)

大 阪市 で は,男:女=6、8:1で,男 性 が87.2%を 占 め

て い た 。一 方,大 阪府 下 で は,男:女=3.6:1で,男

性 が77B%を 占め てお り,大 阪 市 で 男 の持 続 排 菌 例 が 多

い傾 向 を認 め た(p<0.1)。 年 齢 別 で は,60歳 以 上 の 患

者 が 大 阪 市 で は51.4%,大 阪 府 下 で は56.3%を 占 め て い

た 。

ま た 「あ い りん」 で は,33例 中32例(97.0%)が 男 性

で,60歳 以 上 は51.5%で あ った 。
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表2保 健所 別 持続排菌症例数,活 動性肺結核 に占める割合(平 成8年 末)

3)初 回 ・再治療(表4)

大 阪市,大 阪府下 と もに,半 分以上が再治療であった。

4)登 録 の時期

登録 された時期 は表5に 示す とお りで,大 阪市 で登録

の時期が新 しいものが多 く,こ れは統計学的に有意であっ

た(p<0.05)。

また 「あい りん」 では1例 のみが昭和 の登録 で,残 り

の32例(97,0%)が 平成以 降の登録で あった。

表3性 ・年齢構成(大 阪市 ・大 阪府下)
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表4初 回 ・再治療別 表5登 録の時期

表6登 録時菌検査所見

表7登 録時病型 表8合 併症

5)登 録時菌検査所 見(表6)

塗抹 陽性 は65～69%,培 養 陽性 は70～79%で あった。

培養検査 が不 明の ものが多 く,大 阪市 で8.3%,大 阪府

下 で18.8%あ った。

大阪市 では12例(11.0%),大 阪府下で は12例(9.4%)

が,登 録 時には塗抹,培 養 ともに陰性 であ りなが ら,持

続排菌 となった症例 であった。

6)治 療 開始時の薬剤耐性

持続排 菌 となった症例 の治療 開始 時の耐性 の有無を知

るこ とは非常 に重要 なこ とであるが,今 回の調査 では,

薬剤耐性結果 が不 明の ものが大 阪市 で78例(71.6%),

大 阪府下 で80例(62.5%)も あ り,そ れ らの点 につい て

は明 らかにで きなかった。

7)登 録時病型

登録 時の学会病型 は表7に 示す とお りで,大 阪市 と大

阪府下 との間に差はな く,II型 が最 も多 かった。

8)合 併症(表8)

何 らかの合併 症を有 していた ものが半分以上あったが,

糖 尿病,肝 疾患 が多 く,そ の他 の合 併症 としては,悪 性

腫瘍,塵 肺,内 分 泌系疾患,喘 息,精 神疾患 な どであっ

た。大 阪市 で肝疾患 を合併する ものが約20%と 高い割合

を占めた ことが特徴 的であった。

「あい りん」 については,合 併症 を有 していた ものは

20例(60.6%),肝 疾 患8例(24.2%),糖 尿病7例

(21,2%)で,大 阪市 同様,肝 疾 患 を有 してい る ものが

多かった。

2.昭 和62年 の成績 との比較

1)持 続排菌症例数(表9)

10年前 の昭和62年9月1日 現在 において,「 肺 結核持

続排菌患者実態調査」が大 阪府全域 で実施されている3)。

その調査 では,大 阪市 で200例,大 阪府 下で211例 の持続

排菌患者 があ り,症 例 数その ものは平 成8年 には大 阪市

で約55%に,大 阪府下 では約61%に 減少 している。 しか

し,年 末活動性肺結核 数に占める割合 としては,昭 和62

年:大 阪市3.6%,大 阪府下3.9%,平 成8年:大 阪市3.3
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%,大 阪 府 下3.6%で あ り,そ の 率 に有 意 差 を認 め なか っ

た 。

2)性 ・年齢構 成

大阪市,大 阪府下 を合わせた大阪府全体での昭和62年

と平成8年 の持続排菌患者の性 ・年齢構成 を表10に 示 し

た。患者の男女比は両者に差 を認め なかった。年齢的 に

は,昭 和62年 では,39歳 以下が27.7%を 占めたが,平 成

8年 では6.3%に 減少 してお り,逆 に,60歳 以上は,21.2

%か ら54.0%と 増加 してお り,明 らか に高齢化の方 向 に

推 移 していた。

3)初 回 ・再 治 療

昭 和62年 の 調 査 で は,初 回 治 療 が179例(43.6%),再

治 療 が232例(56.4%)で あ った が,今 回 の 調 査 で は 大

阪 府 全 体 で,そ れ ぞ れ!01例(42.6%),132例(55.7%)

で あ り,ほ ぼ 変 わ らな い 成 績 で あ っ た 。

考 察

今回の調査の結果,平 成8年 末現在,大 阪市で109例,

府下で128例 の結核 菌持続排 菌例 が確認 され た。 これは

活動性肺結核に対 して,そ れぞれ3.6%,3.3%で あ り,

10年 前 とほ とん ど変わ らない割合であ った。絶対数は減

少 して も,理 由は ともか く,い ずれの時代において もこ

の程度の治療不成功例が存在す るとい うことであろ う。

この ような持続排 菌例の全国調査は実施されていないが,

結核事情の悪い といわれている大阪府 におけ る今回の成

績が全国的 にみて どの程度の ものか評価はで きないが,

結核 の統計(1997年)5)に よると,「2年 以上登録 で1年

以内菌陽性」は2,577人 である。 これ は同年 末活 動性 肺

結核 患者数56,195人 中の4.6%に 相当する(著 者試算)。

石川6)は,こ れ ら蓄積 された慢性排菌例 の存 在 は将来,

多剤 耐性結核の増加の危険性 と関連す る重要な点 と指摘

している。 また国立療養所における,12カ 月以上の治療

に もかかわ らず菌陰性化が得 られない持続排 菌例のア ン

ケー トに よる実態調査7)で は,肺 結核 入 院患 者 中6.6%

が この ような症例であった とい う。

今回は地域 を対象に,保 健所別に集め集計 した調 査で

あ り,結 核 の統計,国 療 の成績 とも持続排菌の定義,お

よび対象が異な り,比 較 検討 す る ことは で きない。 「2

表9大 阪府における結核菌持続排 菌の症例数[昭 和62年 と平成8年 の比較]

表10性 ・年齢構 成(大 阪府)[昭 和62年 と平成8年 との比 較]
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年以上登録 で1年 以内菌 陽性」 には,以 前 か らの登録 が

あったが,治 療 が途中で中断 し,そ の後再排 菌に より治

療 が再 開 された ような症例,塗 抹 のみが陽性 で培養が陰

性 である症例な どがかな り存在 する と考え られる。 した

がって,持 続排 菌例は全国的 にみて,お お むね1,500～

2,000例 くらい存 在する と考えて よいのではある まいか 。

非定型抗酸菌 を除 き,培 養陽性 の結核 菌の持続排菌例 と

定義 を一つ にした全国調査が望 まれる。

療研 の調査8)で の薬剤耐 性 の頻度 は,INH,RFP2

剤耐性 は未治療例で0,1%,既 治療 例で10.1%で あ る と

い う。 アメリカにお ける結核サーベ イランスデ ―タを用

いた耐性の調査9)で は,既 往 な しで培 養 陽性結 核 の う

ち1.9%,既 往あ りで は6,9%と 報告 されてい る。 今 回の

調査で は,治 療開始時の薬剤耐性結果が3分 の2が 不明

であ り,最 も重要 なこの点が検討で きなか ったことは残

念であ った。菌所見の情報把握 と正確 な登録票への記載

の励行が強 く望 まれ る。

また保健所別 にみ ると,0～17%と 格差があ り,府 下

の貝塚保健所管内で は17,1%と 著 しい高値 を示 した。 こ

の原 因はこの地域 には古 くからの国立療養所が あ り,入

退 院を繰 り返す病歴 の古 い患者が多 く占めているためと

考 え られたが,そ の他 の管 内で の高率 の理 由については

明 らかではなかった。

国立療養所 の全 国の実 態調 査7)で の持 続排 菌例 の特

徴 としては,① 男:女=3:1,② 平 均年 齢64歳 で高齢

者が多 い,③ 結核 の既往 あ りの ものが83%,④ 合併症:

糖尿病12,4%,肝 障害6.7%,⑤ 病型 で は1型 が10%,

II型が71%で,空 洞例が大部 分 を 占め る。 な どが あ げ

られている。今回の調査 では,再 治療 の割合が低 いこと,

糖尿 病を合併する ものが多い こと,特 に大阪市では,男

の患 者が多 く,肝 障害 を合併する ものが多い ことな どの

特徴 がみ られた。

持続排菌 とな る原因 としては,① 耐性菌に よって初感

染 をうけて発病 した場合,② 薬剤副作用のため,計 画 ど

お り治療が実施で きなか った場合,③ 不適正な処方 によ

る治療 を継続 された場合,④ 服薬の不規則化あるいは治

療が中断 した場合,が 考 え られる1)。 この う ち,① ②

は治療の困難性か らや むを得 ない場合があ るとして も,

③ は主治医 と保健所 にお ける結核診査協議会 に,④ は患

者の指導 ・管理その もの にも一考すべ き点があ ると考 え

られ る。

今 回の調査で,登 録時の菌検査所見が不明の者が塗抹

で約4%,培 養で約14%あ った。 また治療開始時の耐性

検査 につい ても,不 明の者が70%以 上あ り,菌 検査結 果,

特 に培養,ナ イアシン検査 とあわせ耐性検査について も,

必ず把握 してお く必要が あるこ とはいうまで もない 。

高蔓延地 区の 「あい りん」 における成績 を,大 阪市全

体 のそれ と比較 したが,そ の結果,① 持続排菌例 の活動

性肺結核 に占める割合 は5.8%で,有 意 で はない もの の

高い傾 向 を示 したこ と。②持続排菌患者 は男性 が多かっ

た こと。③ ほ とん どが入院治療 であった こと。④再治療

の割合 は変わ らないに もかかわ らず,登 録 の時期 が新 し

く,再 登 録 となっている ものの多い ことなどがわかった。

「あい りん」 には この地域 に居住 する一 般の 住民 も含 ま

れ るが,簡 易宿 泊所 な どに居住 し,一 定の居住 地 を有 さ

ない ものや,全 く居住地 を有 さない,い わゆる 「住所不

定者」が33例 中23例(簡 易 宿泊所 等居住者19例,居 住 地

を有 さない者4例),69.796を 占め てい た。 これ ら住 所

不定者は定 まった居住地が ないため,全 例入院治療中で

あ った。多 くの場合,治 療が終了す るまでの入院が必要

であ り,治 療途 中で医療機関か ら退院 して しまった もの

は,そ の後,通 院 にて治療 を継続す ることはほ とんどで

きてい なか った。 また治療終了後の退院で も,そ の後の

フォローはほとんど不可能で ある。再治療が開始 された

場合 も,同 一保健所管 内で なけれ ば,以 前の登録状況 を

把握す ることは難 しく,再 登録 となることが多い 。住所

不定者の多 くは男性で あ り,こ れが 「あい りん」 におい

て,持 続排菌例 の男性 の占める割合が高 いことの原 因と

なっていると思 われる。

治療初期 の2カ 月間PZAを 加 えた4剤 併用 に よる強

化 治療 によ り,菌 陰性化が早期 に達成 され,治 療期 間の

短縮化 も可能 となった。 しか も,治 療完 了後 の再発 は き

わめて稀 であって,年 間0.3～0.5%の 再発率 であ る とさ

れている1)。 したが って,適 切 な治 療が お こ なわれ て

いるか どうかを審査 する結核 診査協 議会 の役割,ま た治

療 中断な どの服 薬の不 規則化 をお こさないための保健所

の指導,患 者管 理が最 も大切 である。そのためには,近

年途 上 国で成 果 を上 げてい るDOTS(Directly Ob-

served Treatment,Short-course直 接 監視 下 短期化

学療法)10)の 考え方 を取 り入れ,特 に治療 中断がお こ り

やすい人達に対 して,少 な くとも排 菌だけは早期 に止め,

耐性獲 得 を防止する ことを目的 とした,地 域の実情に即

したDOTSを 積極的に検討すべ きであろ う。

また再治療例に対 しては,耐 性菌 を排出 している場合

が多いので,以 前の治療経過 を把握 し,そ れ らを今回の

治療 に生か してい くことが大切である。同一医療機関 に

受診 しない限 り,医 療機関で これ らの情報 を得 ることは

きわめて困難であ るので,患 者個人の継続 した情報 をも

つ保健所が,耐 性検査成績 を含め た菌検査結果,治 療経

過 を今 回の主治医 に伝 えるなど,医 療機関 と保健所が協

力 して,対 応 してい くことが必要であ る。いずれにせよ,

過去の遺産 はともか く,今 後新た に持続排菌例 を作 らぬ

ようにす ることが,こ れか らの結核対策の重要 な課題 と

思 われる。
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結 語

(1)平 成8年 末現在,結 核 菌持 続排 菌例 は大 阪市 で

109例,大 阪府 下で128例,計237例 で,こ れ は活動 性肺

結核患者 のそれぞれ3.3%,3.6%,3.5%に 相当 した。

(2)貝 塚保健所管 内,西 保健所管 内,此 花保健所管内,

都 島保健所管 内で,持 続排菌例 の占める割合 が高 く,活

動性肺結核患者 中に占める率 は7.0%を 上 回っていた。

(3)「 あい りん」 での持続排菌 は33例 で,活 動性 肺結

核患者569例 中の5.8%で あ り,「あい りん」 を除 いた西

成 区の407例 中の3.2%に 比べ,高 い傾 向 を示 した。 「あ

い りん」 の持続排菌例 は,大 阪市全体 の30.3%を 占め て

いた。

(4)10年 前 の同様 の調査 に比べ,持 続排菌例 の総 数は

半減 していたが,活 動性肺結核患者 中に占める割合 は大

阪市 では3.6%か ら3.3%に,大 阪府 下 で3.9%か ら3.6%

で,大 差 なかった。

(5)持 続排菌化す るよ うな患者 は,特 に住所不定者 な

ど社会生活上 に種 々の要 因を持 ち,治 療 中断す るこ とが

多 い。 したが って,治 療 の初 期 に主 眼 をおい たDOTS

方式 を積極的 に検討すべ きで あると思 われ る。

(6)患 者個人の継続 した情報 をもつ ことので きる保健

所 は,耐 性検査成績 を含 めて菌検査結果,治 療経過 を十

分 に把握 し,特 に再治療例 などに対 しては,医 療機関 と

保健所が協力 して対応 してい くことが必要で ある。

今 回の調査は,平 成8年 度 ・9年度大阪結核病 学研 究

会 におけ る研究調査 と して実施 した ものであ る。

稿 を終 えるにあた り,大 阪府環境保健部保健予防課,

大阪市環境保健局医務予防課予防係(現 感染症対策室予

防課 予防係),実 際の調 査にあた り多大の協 力 を えた,

大阪府,大 阪市各保健所 の保健婦 諸姉 に深謝 します 。
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